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第２部 ⼥性活躍推進計画に盛り込むべき事項 

ライフ・ワーク・バランスの実現と

働く場における⼥性の活躍推進

 都⺠の誰もが⾃分らしい生き方を選択し、あらゆる年代において、子育て・
介護等の家庭生活や趣味・地域活動など個⼈の生活と仕事が両⽴でき、働く
場においても⼥性も男性も活躍できる社会の実現が求められています。 

 そのためには、多様な働き方の定着や子育て・介護等と仕事の両⽴を支援
する環境整備や、働く場における雇⽤機会の均等と⼥性の職域拡大・登⽤促
進に向けた取組等が重要となります。また、安⼼して働き続けるためにハラ
スメントの無い職場づくりや健康支援にも取り組むことも必要です。

また、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症は、その拡大防⽌策
として「新しい⽇常」への転換が求められ、ＩＣＴ活⽤の急速な進展による
テレワークの導⼊が進むなど、働き方とくらし方に変化をもたらしていま
す。一方で、社会経済活動においては、非正規雇⽤労働者の解雇や雇⽌めな
ど、雇⽤情勢が急速に悪化したため、非正規雇⽤の⼥性やひとり親などが多
く影響をうけ、⼥性が男性に⽐べ不安定な就業状況に置かれていることが浮
き彫りとなりました。また、在宅時間が増加する中、家庭においても⼥性の
家事負担の増加をもたらしました。さらに、配偶者暴⼒等の増加が懸念され
ています。

ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における⼥性の活躍を推進する
上で、困難な状況に置かれる⼥性等の支援も念頭に置くことが必要となりま
す。 

Ⅰ 
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Ⅰ ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進

１ 生活と仕事を両立できる環境づくり 

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進
■ 現状・課題

〇 男女が共に自分らしい生き方を選択でき、あらゆる年代において、子育て・
介護等の家庭生活や、趣味・地域活動など個人の生活と仕事が両立できる社
会は目指すべき男女平等参画社会のひとつです。多様化する都民のニーズに
応え、東京が持続可能な成⾧を遂げていくためにも、性別問わず誰もが能力
を発揮できる環境づくりは不可欠です。 

〇 わが国では⾧らく、⾧時間労働に象徴される男性中心型労働慣行が社会に
根付いてきました。⾧時間労働をベースに構築された仕組みの中で、子育て・
介護や個別の事情を抱える人が生活と仕事を両立し、働く場で活躍すること
は困難です。 

〇 特に女性は、家事・育児・介護等の多くを担っている実態があり、働く場
における女性の活躍に向けて、男性も女性もともに家事・育児・介護等を担
えるよう、生活を充実させるための時間を創出する必要があります。 

〇 そこで、これまでの⾧時間労働を前提とした働き方を変革し、時間や場所
に囚われない柔軟な働き方の普及・定着を進めていくことが重要となります。 

〇 近年、女性活躍推進法や働き方改革関連法等の法整備も進み、企業におい
ても柔軟な働き方や子育て・介護と仕事を両立できる多様な制度の導入によ
り、性別を問わず、生活と仕事を両立できる環境作りが進んでいます。 

〇 このような状況下において、新型コロナウイルス感染症対策として、在宅
勤務やサテライトオフィスでの勤務などのテレワークやフレックスタイムの
導入等、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が飛躍的に進展しました。 

〇 一方で、急速なテレワークの普及による課題も指摘されています。自宅の
通信環境の整備、労務管理のあり方、はんこレスの推進等、定着に向けた課
題が浮き彫りとなりました。また、都が実施した令和３年度男性の家事・育
児参画状況実態調査によると新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べ男女
とも在宅勤務は増加しましたが、男性の家事・育児時間は大きな変化が見ら
れず、女性の家事・育児時間は増加しています。 

〇 都内のテレワーク実施率(図Ⅰ-1)はコロナ禍を契機に６割を超えたもの
の、従業員規模が小さい事業所ほど実施率は低くなっており(図Ⅰ-2)、今後、
テレワークの更なる定着に向けて、中小企業のテレワーク導入率を高めてい
くことが必要です。

〇 都内事業所で働く従業員に多様な働き方を実現するために必要な制度を
きいたところ「テレワーク」に次いで「フレックスタイム」「半日や時間単位
の有給休暇制度」が上位となっています(図Ⅰ-3)。高い生産性とライフ・ワ
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ーク・バランスを両⽴するためには職種、業種の実状に応じて、多様で柔軟
な働き方を実現できる環境の構築が求められます。 

〇 出産、育児、介護等のライフイベントと仕事を両⽴させていくためには、
法定の休暇制度や企業独⾃の支援制度を整備することに加え、制度の対象と
なる従業員が積極的に活⽤できるような職場の環境整備が重要です。 

〇 令和２年度東京都男⼥雇⽤平等参画状況調査によると、都内事業所の育児
休業規定の有無について、規定なしと回答した事業所は全体の 3.1％、また、
都内事業所の介護休業規定の有無について、規定なしと回答した事業所は全
体の 6.7％となっており、事業所の規模が小さくなるほどその割合が高くな
っています。家庭と仕事の両⽴支援のため、特に規模の小さい事業所の取組
の後押しが重要です。 

〇 制度の活⽤に向けて、事業者は従業員に対し育児休業や介護休業等に関
する各種制度を周知することが求められます。 

＜(図Ⅰ-1)都内事業所(従業員 30 ⼈以上)テレワーク実施率の推移＞ 

資料︓東京都産業労働局テレワーク実施率調査より作成 

＜ (図 Ⅰ -2)令 和 3 年 9 ⽉ の 都 内 事 業 所 （ 従 業 員 30 ⼈ 以 上 ） 規 模 別 の テ レ ワ ー ク 実 施 率 ＞

資料︓東京都産業労働局テレワーク実施率調査より作成 
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＜(図Ⅰ-3)多様な働き方に関する制度(都内事業所)＞ 

【事業所】制度の有無 

【従業員】必要だと思う制度（複数回答） 

※都内全域（島しょを除く）の従業員 30 ⼈以上の事業所で 13 業種、合計 2,500 社
注:四捨五⼊のため合計は必ずしも一致しない 

資料︓東京都産業労働局令和２年度男⼥雇⽤平等参画状況調査 
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■ 都のこれまでの主な取組

〇 国家戦略特区の取組として、テレワーク推進施策に関する情報提供、相談、
助⾔等の支援をワンストップで提供するテレワーク推進センターを国との連
携により運営するとともに、都の働き方改⾰をはじめとしたライフ・ワーク・
バランス推進の拠点を併設してきました。また、テレワークを一層普及して
いくため、都内各地での体験型セミナーの実施や事例発信など多様な支援を
展開してきました。 

〇 ⻑時間労働の削減・有給休暇の取得促進等に向け、目標及び取組内容を定
めて宣⾔を⾏い、全社的に取り組む企業を「ＴＯＫＹＯ働き方改⾰宣⾔企業」
とする宣⾔企業制度を創設し、奨励⾦や普及成果発信キャンペーンにより、
働き方改⾰推進の気運の醸成を図ってきました。また、働き方改⾰とあわせ
生産性向上のためのコンサルティングを⾏ってきました。 

■ 取組の方向性

〇 テレワークの導⼊により在宅勤務やサテライトオフィス勤務など、時間や
場所にとらわれない柔軟な働き方の更なる普及・定着を後押しし、誰もが希
望に応じて生活と仕事を両⽴できる取組の推進が必要です。 

〇 男⼥ともに育児、介護などのライフイベントが訪れた際にも家庭と仕事を
両⽴できる職場環境の整備や育児・介護等の休業取得について一層の促進を
図る必要があります。 

〇 事業規模や業種・職種等に応じて、多様で柔軟な働き方を実現できる社内
制度の整備促進や従業員に対する法制度周知に向けた支援が必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 企業のテレワーク環境整備やサテライトオフィスの充実、好事例の発信等、
多様で柔軟な働き方の社会全体での定着に向けた支援等が必要です。 

〇 男⼥ともに出産・育児、介護などと仕事の両⽴を可能とするための企業の
取組を後押しする必要があります。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 Ｗｅｂ会議や電子決裁の導⼊などのＩＣＴ環境を充実させるとともに、テ
レワークの拡充を図るなど従業員のニーズに合った多様で柔軟な働き方の導
⼊に向けた取組が必要です。

〇 休暇制度の活⽤促進を図るとともに、取得しやすい職場づくりに努めるな
ど、男⼥ともに結婚、出産・育児、介護と仕事の両⽴を支援する仕組みづく
りが必要です。 
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（２）雇⽤機会の均等と⼥性の職域拡⼤・登⽤促進

■ 現状・課題

〇 雇⽤の分野において、⼥性も男性も、能⼒を十分に発揮する機会及び待遇
が確保されることは、⼥性の活躍推進、ひいては、男⼥平等参画社会の実現
にとって、極めて重要です。 

〇 昭和 60 年には、雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇を確保す
るための労働省関係法律の整備等に関する法律（男⼥雇⽤機会均等法）によ
り、企業の募集、採⽤から退職等に至る雇⽤管理における男⼥の均等な機会
及び待遇の確保等が規定されることとなり、雇⽤の分野における男⼥平等の
実現に大きく寄与しました。 

〇 さらに近年は、⼥性活躍推進法や働き方改⾰関連法等の法整備も進み、生
活と仕事の両⽴や働く場における⼥性活躍に向け、官⺠が環境整備に取り組
んでおり、働く場における男⼥格差は徐々に改善傾向が⾒られるものの、解
決すべき多くの課題を残しています。 

〇 厚生労働省「令和２年賃⾦構造基本統計調査」(図Ⅰ-4)によると、都内の
平均勤続年数の男⼥差は、男性が⼥性の 1.49 倍となっており、全国平均よ
りも男⼥差が大きくなっています。 

〇 所定内給与額の男⼥格差(図Ⅰ-5)は縮小傾向にあるものの、⼥性の所定内
給与は男性の 74％となっています。 

〇 また、令和２年度東京都男⼥雇⽤平等参画状況調査(図Ⅰ-6)によると、都
内事業所の管理職に占める⼥性の割合は、課⻑相当職で毎年上昇しており、
11.4％、役員は 9.0％となっています。 

〇 ⼥性管理職⽐率について、都は全国に⽐べて高いものの、海外では５割近
くを占めている国もある中、ジェンダー・ギャップ指数の管理職⽐率は 156
か国中 139 位となっているなど、国際社会の中でも下位であり、⼈材の登⽤
は進んでいません。 

〇 これらの格差は、男⼥間の職層の差や勤続年数の差など、様々な要因によ
り生じていると考えられますが、働く場においては、いまだに男性優位の状
況にあることは否定できません。このような男⼥格差の根本的な要因として、
⻑時間労働を前提とした働き方とともに、働く場における業務配分の男⼥差
など、固定的性別役割分担意識と性差による偏⾒・思い込みが多くの企業風
土に根強く存在していることが考えられます。 

〇 21 世紀職業財団「男⼥正社員対象 ダイバーシティ推進状況調査（2020
年度）」では、企業の規模に関わらず総合職の男⼥は、ともに半数以上の⼈が
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「重要な仕事は、男性が担当することが多い」としており、「サポート的な仕
事・細かい事務処理は⼥性に任せられることが多い」と５割弱の⼥性が思っ
ています。 

〇 このように、中核的な仕事は男性に割り当てられ、補助的な仕事は⼥性が
担うという状況では、業務配分において能⼒とは関係なく⼥性が不利に扱わ
れており、そのことがその後の昇進や賃⾦⾯の格差を生み、さらには、職場
で⻑時間労働を担えないことにより⼥性が退職することが配置の際に不利に
作⽤し、それが結果的に昇進や賃⾦⾯の格差となるという悪循環を生じさせ
ています。 

〇 性別に関係がないように取り扱っても、運⽤の結果、どちらかの性別が不
利益になる間接差別や性別による業務配分が⾏われる職場慣⾏を是正し性別
にかかわらず能⼒・適正に応じた職に配置されるように取り組むことが重要
です。 

〇 そのうえで、⼥性も男性もキャリアを重ね、将来指導的な地位へ成⻑して
いく⼈材の育成を⾏っていくことにより、⼥性の活躍が一層進むことが期待
されます。 

〇 また、令和元年６⽉に⼥性活躍推進法が改正され、常時雇⽤する労働者が
301 ⼈以上の事業主が策定する一般事業主⾏動計画で情報公表する項目が強
化され、⼥性が活躍できるような機会を提供できているか、仕事と家庭を両
⽴できるように環境を整備できているか、という両者のカテゴリーについて
実績を公表することが義務付けられ、令和２年６⽉から施⾏されています。 

〇 さらに、令和４年４⽉より、101 ⼈以上 300 ⼈以下の企業にも一般事業
主⾏動計画策定義務が拡大されます。しかし、⽇本・東京商⼯会議所「多様
な⼈材の活躍に関する調査」(図Ⅰ-7)によれば、「101〜300 ⼈」規模の企業
の 58.5％は「認知が十分でない」となっており、中小企業に対し、法の周知
や趣旨の理解促進を図る必要があります。 

〇 これまで都においては、事業主との協⼒により、男⼥共同参画社会基本法
や男⼥雇⽤機会均等法に基づく積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
の推進に取り組んできましたが、より実効性を高め、男⼥の実質的な機会の
均等を進め、働く場における男⼥平等参画を促進していく必要があります。
例えば、⼥性活躍の推進に資する取組により顕著な実績を上げた事業者に対
し、都が顕彰やインセンティブを付与する制度を実施するとともに、好事例
を広く発信するなどにより、事業主の⾏動を促すことも必要です。 

〇 世界的な潮流として、資本市場においても、⼥性の活躍に積極的な企業が
評価される動きが広まっています。近年規模が飛躍的に増大しているいわゆ
るＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）投資の判断において、取締役会や管理



− 18 −

職の男⼥⽐率などが重要な指標となることから、⼥性が企業の責任ある地位

で活躍することは、グローバルに活動する企業にとって必然の取組になりつ

つあります。 

〇 令和３年６⽉には東証ガバナンスコードの一部改正により、企業の中核⼈
材における多様性の確保が規定され、上場企業に対し、⼥性の積極的登⽤が
求められています。 

〇 また、⼥性の就労者が少ない業種・職種において多様な⼈材が活躍するこ
とは、新たな視点や発想が生まれることが期待できます。 

＜(図Ⅰ-4)平均勤続年数の男⼥差(全国/東京都）＞ 

資料︓厚生労働省「令和２年賃⾦構造基本統計調査」 

＜(図Ⅰ-5)所定内給与額男⼥間格差の推移（東京都）＞ 

注 1:⼥性の男性に対する割合は男性の所定内給与額を 100 とした場合の⼥性の値 
資料︓厚生労働者「令和２年賃⾦構造基本統計調査」 

（年） 
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＜(図Ⅰ-6)役職別⼥性管理職の割合(都内事業所)＞ 

※都内全域（島しょを除く）の従業員 30 ⼈以上の事業所で 13 業種、合計 2,500 社
資料︓東京都産業労働局「令和２年度東京都男⼥雇⽤平等参画状況調査」より作成

＜(図Ⅰ-7)中小企業における改正⼥性活躍推進法の認知度（全国）＞ 

資料︓⽇本・東京商⼯会議所「多様な⼈材の活躍に関する調査」結果概要より作成 
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■ 都のこれまでの主な取組

〇 「⼥性が輝くＴＯＫＹＯ懇話会」等を開催して知事が⾃ら発信し、⼥性の
活躍推進の普及啓発を進めてきました。また、⼥性活躍の推進に向け先進的
な取組を進める企業や団体、個⼈を表彰（東京都⼥性活躍推進大賞を贈呈）
し、その取組内容を広く普及してきました。 

〇 ⼥性の採⽤・職域拡大に向けた設備等の整備に係る経費を助成することに
より、中小企業における職場環境の整備を推進してきました。 

〇 仕事と子育ての両⽴等に向け、⼥性のキャリア形成に向けたスキルアップ
講座やワークショップ及び講演会を開催してきました。 

■ 取組の方向性

〇 間接差別や性別職務分離の是正等により、職場における男⼥の均等な機会
及び待遇の確保を徹底し、事実上生じている男⼥労働者間の格差の解消を図
ることが必要です。 

〇 企業における⼥性の採⽤・職域拡大や登⽤促進など、⼥性が活躍できる機
会を拡充していくことが必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 事業者による積極的な取組を促すため、積極的改善措置（ポジティブ・ア
クション）の効果や意義について、事業者への啓発や、取組への支援が必要
です。

〇 間接差別や性別職務分離の是正に向けた企業への普及啓発が必要です。 

〇 特に中小企業に向けては、⼥性の採⽤・職域拡大に向けた職場環境の整備
推進等を後押しする取組が必要です。 

〇 男⼥雇⽤機会均等法及び⼥性活躍推進法等に関連する法制度の内容を事
業者に普及し、雇⽤の分野における男⼥の機会均等の更なる推進を図ること
が必要です。 

〇 優れた取組を⾏う事業者に対し、顕彰やインセンティブを与えるとともに、
好事例を広く発信するなどにより事業主の⾏動を促すことが必要です。一方
で、法律による義務を果たさないこと等を事業者にとってのマイナス要因と
することで、事業者の取組を促す仕組み等の検討も求められます。 

〇 ⼥性活躍推進法における一般事業主⾏動計画策定等を細やかに支援する
必要があります。 

第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 
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〇 ⼥性活躍推進法における一般事業主⾏動計画策定・公表等の義務を果たし
ている事業者を公共調達の際に優遇し、事業者の取組を促すことが必要です。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 ⼥性活躍推進法に基づく事業主⾏動計画を着実に実⾏し、⼥性の活躍推進
を進めていくことが重要です。 

〇 働く⼈が性別にかかわりなくその能⼒を発揮できるようにするため、⼥性
の活躍推進が、持続的な企業競争⼒や企業価値の向上に資するものであると
の認識を持ち、主体的かつ積極的に取り組むことが必要です。 

〇 男⼥雇⽤機会均等法等の関連する法制度の内容についての普及啓発を実
施するなど、雇⽤の分野における男⼥の機会均等の更なる推進を図ることが
必要です。 

〇 ⼥性の就労者が少ない業種・職種において、⼥性が活躍できる環境整備等
に取り組むことが必要です。 

※積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

積極的改善措置は、基本条例第２条第２号において、「社会のあらゆる分野
における活動に参画する機会についての男⼥間の格差を改善するため、必要
な範囲において、男⼥のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する
ことをいう。」と定義されています。また、積極的改善措置は、男⼥の実質的
な機会の平等を目指すものであり、様々な⼈々の差異を無視して一律平等に
扱うという結果の平等まで求めるものではありません。 
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（３）⼥性の就業継続やキャリア形成

■ 現状・課題

〇  産業構造の変化や経済のグローバル化、テクノロジーの進展による柔軟
な働き方の普及などの影響により、雇⽤形態は多様化しています。また、育
児や介護と仕事を両⽴できる企業環境の整備や保育の受け皿整備等、官⺠の
取組も進んだこと等により、都内の年齢階級別で⾒た⼥性の労働⼒率の推移
を⾒ると、出産・育児を迎える年齢階級の⼥性の労働⼒率が低下し、子育て
が落ち着く年代で再度、労働⼒率が上昇するいわゆるＭ字カーブの底は浅く
なり、⼥性の就業継続状況は改善しているように⾒られます。 

〇 また、国⽴社会保障・⼈口問題研究所の「第 15 回出生動向基本調査（夫
婦調査）」(図Ⅰ-8)によると、第一子の出産前後に就業を継続する割合はこれ
までの調査では、４割前後で推移してきたものが 53.1％へと増加しました。
それでも依然として、５割弱の⼥性が出産を機に離職しています。 

〇 東京都の大学卒業者のうち就職者に占める正規雇⽤・非正規雇⽤の割合
(図Ⅰ-9)を⾒ると男⼥ともに正規職員率が 97％と男⼥差はほとんどありま
せん。しかし、東京都の年齢別非正規雇⽤率を⾒ると、男性が 25〜54 歳ま
で 10％〜15％程度の水準なのに対して、⼥性は 25〜34 歳の 24.6％を底に
して年代区分が上がるごとに非正規雇⽤労働者の⽐率が上昇(図Ⅰ-10)して
おり、出産・育児・介護や様々な事情により離職した⼥性が再び正規雇⽤と
して働くことが困難な状況を表しています。 

〇 男⼥の雇⽤格差の是正という観点からは、正規雇⽤の⼥性が出産・育児・
介護等のライフイベントを迎えた際も就業継続することが重要です。そのた
めには育児や介護に関する社会インフラの整備を進めるとともに、育児・介
護等と仕事が両⽴可能な柔軟な働き方の普及定着と休暇等制度を活⽤できる
職場環境の整備が必要不可⽋です。 

〇 一方で、都内の⼥性雇⽤労働者の半数以上はパートタイム労働等の非正規
雇⽤です(図Ⅰ-11)。働く⽇や時間を⾃分で選べるなど非正規雇⽤は多様な
働き方を実現する選択肢の一つですが、非正規雇⽤者は正規雇⽤者と⽐べて
能⼒開発やキャリア形成の機会が限られ、職業能⼒が蓄積されにくい場合も
あり、男⼥間の待遇格差の要因にもなっています。 

〇 各⼈が⾃分に合った働き方を選択し、能⼒を発揮していくことができるよ
う、⻑期的な視点に⽴ったキャリア形成や就業継続支援に向けた取組が必要
です。 

〇 今般のコロナ禍においては、都内⼥性の就業⼈口割合が高い、卸売・小売
業や宿泊・飲食サービス業などにおける非正規雇⽤労働者等の雇⽤状況が悪
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化し、⼥性が男性と⽐べ構造的に不安定な就業状況に置かれていることが改
めて浮き彫りとなりました。 

〇 このような状況に対し、喫緊の課題への対応として、不安定な就業状況に
置かれた非正規雇⽤の⼥性や、職を失い就業困難な⼥性等への支援が必要で
す。 

〇 パートタイム・有期雇⽤労働法が令和２年４⽉１⽇に施⾏され、正社員と
非正規社員との間で、不合理な待遇差を設けることが禁⽌されました。今後
は、法の趣旨を踏まえ、同一労働同一賃⾦やパートタイム労働者・有期雇⽤
労働者の待遇改善を実現し、様々な雇⽤状況で働く⼥性等の経済的⾃⽴に繋
げていく必要があります。 

＜(図Ⅰ-8)第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化（全国）＞ 

資料︓国⽴社会保障・⼈口問題研究所「第15回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」（平成27年） 
注:対象は第1子が1歳以上15歳未満の初婚どうしの夫婦。第12回〜第15回調査の夫婦を合わせて集計した（客体数12,719）。 

＜(図Ⅰ-9)大学卒業者のうちの就業者に占める正規雇⽤・非正規雇⽤（東京都）＞ 

【男性】              【⼥性】 

資料︓⽂部科学省「学校基本調査」より作成 



− 24 −

＜(図Ⅰ-10)年齢別非正規雇⽤率（東京都）＞ 

資料︓東京都総務局「東京の労働⼒(労働⼒調査結果)」 

＜(図Ⅰ-11)雇⽤形態の内訳別雇⽤者割合(東京都）＞ 

資料︓総務省「平成 29 年就業構造基本調査」より作成 

■ 都のこれまでの主な取組

〇 企業での雇⽤環境整備を促進するため、育児、介護や病気治療と仕事の両
⽴支援や非正規労働者の雇⽤環境改善等について研修を実施しているほか、
専門家派遣を通じた助⾔、企業に対する奨励⾦の支給等を⾏ってきました。 

〇 就職活動を迎える前の若者を主な対象に、キャリアデザインを学べる e-
ラーニングコンテンツを提供し、様々なキャリアの⼥性を紹介してきました。 
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■ 取組の方向性

〇 結婚、出産・育児、介護などのライフイベントと仕事を両⽴し、就業を継
続することができる職場環境の整備を推進する必要があります。 

〇 働き方や雇⽤形態を本⼈の希望に応じて選択することができる環境の整
備を進めることが必要です。 

〇 ⼥性の⻑期的なキャリア形成・能⼒開発に向けた取組を支援する必要が
あります。 

〇 非正規雇⽤の⼥性に対する正規雇⽤化への支援強化が必要です。 

〇 非正規雇⽤労働者の待遇改善や雇⽤環境の整備が必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 家庭生活と仕事を両⽴することができる職場環境の整備に取組む企業の
後押しが必要です。 

〇 非正規から正規雇⽤に転換した従業員の方々が安⼼して働き続けられる
よう、企業の労働環境整備の後押しが必要です。 

〇 正規での雇⽤を希望する方に対する企業における実習の機会の提供や就
労困難者等に対する就職に必要な知識・技能を習得するための支援等が必要
です。 

〇 ビジネススキル向上に向けた研修会や管理職を目指す⼥性の交流会の開
催等により、⼥性の⻑期的なキャリア形成・能⼒開発を支援する必要があり
ます。 

〇 ⼥性活躍推進に取り組む⺠間企業等と連携し、⺠間企業等と都、双方のキ
ャリア支援などに取り組む必要があります。 

〇 非正規雇⽤労働者の待遇改善や雇⽤環境の整備に向けた支援が必要です。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞

〇 ⼥性の就業継続に向けた環境整備が必要です。 

〇 ⼥性の⻑期的なキャリア形成・能⼒開発に向けリカレント教育※・リスキ
リング※を推進する必要があります。

〇 非正規雇⽤の⼥性等の支援や就業困難者等の支援が必要です。 

〇  非正規雇⽤労働者の待遇改善や雇⽤環境の整備が必要です。 
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〇 コロナ禍において、非正規雇⽤労働者が不安定な就業環境に置かれたこ
とが顕在化したことを踏まえ、違法なシフトカットや解雇などを引き起こさ
ないように丁寧な対応に努める必要があります。 

※リカレント教育
学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、

仕事で求められる能⼒を磨き続けていくための社会⼈の学び 

※リスキリング
新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの

大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する、させること 
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２ 妊娠・出産・子育てに対する支援 

■ 現状・課題

〇 育児や介護など、家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の男⼥が
共に育児・介護をしながら働き続けることができる社会を目指すために、育
児・介護休業法では、原則１歳未満の子供がいる労働者対象の「育児休業制
度」、３歳に満たない子供がいる労働者対象の「短時間勤務制度」などが事業
主の法的義務として定められています。令和３年からは時間単位の介護・看
護休暇取得も認められるようになりました。 

〇 また、次世代育成支援対策推進法では、従業員数が 101 ⼈以上の企業に
対し一般事業主⾏動計画の策定及び従業員への周知が義務付けられるほか、
厚生労働大⾂による認定（特例認定）制度も導⼊されています。 

〇 このように次世代育成支援の環境整備が進む中、令和元年の東京都の合
計特殊出生率(図Ⅰ-12)は 1.15 で全国最低水準の状況が続いています。未婚
率の上昇、晩婚化の進⾏、出産年齢の上昇等が主な要因として考えられます。 

〇 また、育児と仕事との両⽴の難しさのために離職せざるを得ない⼥性は
未だ多く、全国平均では、５割弱の⼥性が出産を機に離職しています。 

〇 都では、男⼥が共に、家庭と仕事や社会活動を両⽴させ、子供を健やかに
育てられるようにするため、働く場における生活と仕事を両⽴し活躍できる
環境づくりとともに、保育サービスの充実、地域での子育て支援、育児休業
等の支援及び情報提供などの取組を⾏ってきました(図Ⅰ-13)。保育サービ
スについては、認可保育所、認証保育所、家庭福祉員等の設置や定員枠の拡
大など充実を図っています。

〇 認可保育所のほか都独⾃の制度である認証保育所や小規模保育所等、多
様な保育サービスの充実により、令和３年４⽉１⽇現在の待機児童数(図Ⅰ-
14)は、969 ⼈となりました。

〇 一方で、男性の子育てへの参画の現状を⾒ると、令和２年度東京都男⼥雇
⽤平等参画状況調査によれば、育児休業取得率は男性が 14.5％に対し⼥性が
94.8％と大きな差が⾒られ、男性が⼥性と⽐べ出産直後から十分に子育てに
参画できていない状況がうかがえます。 

〇 令和３年には改正育児・介護休業法により、妻の産休期間に合わせて、産
後８週間以内に４週間の休暇を分割して取得できる「出生時育児休業（いわ
ゆる男性版産休）」制度が創設され、企業には従業員に個別に育休取得を働き
掛ける義務が課される等、男性が職場で休みを取りやすい雰囲気づくりを促
す取組などが令和４年４⽉から順次導⼊されます。 
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〇 都では 2030 年までに男性の育児休業取得率 90％を目標に掲げているこ
とを踏まえ、本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、育児
休業取得の促進に向けた更なる取組が必要です。 

〇 また、コロナ禍では、友達と会えない、学校に⾏けないことで、多くの子
供がストレスや不安を感じることとなり、先の⾒えない中、保護者にとって
も子育ての不安やストレスの増大が懸念されています。 

〇 核家族化の進⾏や地域社会のつながりの希薄化などにより、子育てに当
たって地域で悩みを抱えながら孤⽴している親も少なくありません。コロナ
禍で進んだ働き方改⾰や職場の意識変⾰を一過性のものとせず、夫婦で育児
できる状況を作るとともに、公的サービスや地域など社会全体で子育てを応
援し、子供も⽗親・⺟親も笑顔で、子育が楽しいと感じられる社会に向けた
仕組みを構築する必要があります。 

〇  特に、ひとり親家庭で子育てを⾏っている⽗親や⺟親については、子育
ての悩みや負担感が大きいため、子育て支援サービスの情報提供等を的確に
⾏っていくことが必要です。 

＜(図Ⅰ-12)合計特殊出生率の推移（東京都・全国）＞ 

資料︓東京都福祉保健局「令和元年⼈口動態統計年報(確定数)」 
厚生労働省「令和元年(2019)⼈口動態調査（確定数）」 
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＜(図Ⅰ-13)延⻑保育の実施状況の推移（東京都）＞ 

資料︓東京都福祉保健局 

＜(図Ⅰ-14)保育所（認可保育所）数と保育所待機児童数の推移（東京都）＞ 

資料︓東京都福祉保健局 
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■ 都のこれまでの主な取組

〇 認可保育所や認証保育所、認定こども園、小規模保育、家庭的保育など、
地域のニーズに応じた多様な保育サービスの整備を推進してきました。 

〇 就労形態の多様化等による延⻑保育のニーズに対応するため、認可保育
所等において 11 時間の開所時間等の前後に⾏う延⻑保育を充実してきまし
た。 

〇 地域の大⼈たちの協働により、放課後における、安全・安⼼な子供の活動
拠点（居場所）をつくり、スポーツ・⽂化などを提供してきました。 

〇 従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復帰させた企業への支援、
男性の育児休業取得奨励といった支援を⾏うことで企業の職場環境整備を推
進してきました。 

■ 取組の方向性

〇 子育てに関する多様なニーズに応じるため、保育サービスの充実を一層
進めるとともに、子供を持つ家庭が地域で安⼼して子育てできるような仕組
みづくりが必要です。 

〇 本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、育児休業取得
の促進に向けた更なる取組が必要です。 

〇 育児と生活の両⽴に向けた雇⽤環境の整備が必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 認可保育所や認証保育所の整備をはじめ、延⻑保育、低年齢児保育、病児・
病後児保育の充実など、都⺠の多様なニーズに対応した保育サービスを提供
する必要があります。 

〇 子育てをする親を支援し、地域において安⼼して子育てができる仕組み
づくりを進める必要があります。 

〇 子育てのために休暇や休業を取得しやすい職場環境づくり等、働く場に
おける環境作りに加えて、男⼥ともに仕事と子育てを両⽴することができる
よう対策を進める必要があります。 

〇 本計画期間において男性の育児休業取得率 50％を目指し、男性の育児休
業取得促進に取り組む企業を強⼒に支援する必要があります。 

第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 
働く場における⼥性の活躍推進 



第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 
働く場における⼥性の活躍推進 

− 31 −

〇 ひとり親家庭に対して情報提供を⾏うなど、的確な支援を受けられるよ
う取り組む必要があります。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 子育てをする親を支援するために、子育てのために休暇や休業を取得し
やすい職場環境づくりなど、「働き方の⾒直し」を含め、男⼥ともに仕事と子
育てとの両⽴が可能な雇⽤環境を整備する必要があります。 

〇 男性の育児休業取得を促進するため、令和４年４⽉から事業主は妊娠・出
産の申し出をした労働者に対する個別の周知や休業の取得意向の確認等が義
務となります。法施⾏を踏まえ、事業者は育児休業取得促進への取組を確実
に進める必要があります。 

〇 地域の様々な⼈々が子供を⾒守り、子育てをしている親を支援するネッ
トワークづくりを進める必要があります。
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３ 介護に対する支援 

■ 現状・課題

〇  東京都における後期高齢者が総⼈口に占める割合（後期高齢者⼈口割合）
は、平成 27 年は 10.6%ですが、令和７年には 13.4%まで上昇し、その後も
同程度の割合で推移すると⾒込まれています。 

〇  東京都の後期高齢者のうち要介護認定率の高い 85 歳以上の高齢者は、令
和 17 年には最大となり、平成 27 年に⽐べて約 1.8 倍に増加すると予測(図
Ⅰ-15)されていることから、中重度要介護者の増加に伴う医療・介護ニーズ
の増加などが⾒込まれ、仕事を持ちながら介護に携わる⼈も増加すると考え
られます。 

〇 令和２年度の東京都男⼥雇⽤平等参画状況調査によると、都内企業で介護
休業規定を設けている事業所は９割を超え、多様な働き方を取り⼊れる企業
も増えてきています。しかし、介護と仕事の両⽴が難しく、仕事を辞めざる
を得ない⼈もいます。 

〇  総務省「就業構造基本調査」(図Ⅰ-16)によると、都内における介護・看
護を理由とした離職者は、2012 年 10 ⽉〜2017 年９⽉で⼥性が 32,000 ⼈、
男性が 11,800 ⼈となっています。⼥性の離職者の割合が大きいものの、経
年で⾒ると⼥性が減少傾向に対し、男性が増加傾向であり、特に東京は全国
に⽐べ、男性の割合が高い傾向が⾒られます。 

〇 介護との両⽴が必要となるのは、企業においては中核となる役割を担って
いる世代が多く、介護のために働き盛りの従業員が退職せざるを得ない状況
になることは、企業にとっても深刻な問題です。しかし、介護は子育てと異
なり、いつまで支援が必要なのか先が⾒えないことや、子育てと違い周囲に
相談しにくい雰囲気があることから、従業員のニーズが⾒えにくく、企業に
おいても、子育て支援に⽐べると対応が進んでいない状況にあります。従業
員にとって⾁体的・精神的な負担が大きくなっており、介護と仕事を両⽴で
きる仕組みを整えるとともに、介護を抱えている状況を職場で相談できる環
境づくりが重要です。 

〇 東京の特性として、就業機会を求めて、他県から⼈が集まっているという
ことがあります。働いている⼈は都内に、介護の対象となる高齢者は遠隔地
を含め他県にいることも多いと⾔われており、こうした状況も介護と仕事の
両⽴を困難にしています。 

〇 介護サービスは質・量ともかなり充実してきましたが、都内は地価が高く、
施設サービスの拡充が困難であることや、介護サービスの⼈材不⾜等の問題
を抱えています。こうした問題に対して適切に対応し、介護サービスをより
充実させることが重要です。 
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〇 また、核家族化の進⾏や地域社会でのつながりの希薄化などにより、介護
に当たり、地域で悩みを抱えながら孤⽴している⼈も少なくないと考えられ
ます。 

〇 介護と仕事を両⽴させていくためには、家族、親族、地域社会等との協⼒・
連携を図りつつ、効果的に介護サービスや企業の制度を活⽤して就業を継続
することが必要です。 

〇 要介護・要支援認定者数が増加することが予測される中、これまで以上に
介護の問題に直⾯する⼈が増加することが想定されます。そのため、社会全
体で高齢者を介護する⼈を支援する観点から、精神⾯を含めて介護をする⼈
の負担感を解消し、安⼼して介護と仕事を両⽴できるような社会を目指す必
要があります。 

＜(図Ⅰ-15)高齢者⼈口 （年齢 ５歳階級別） の推移（東京都）＞ 

東京都総務局による推計（令和２年〜令和 22 年） 
資料︓総務省「国勢調査」（平成 12 年から平成 27 年まで ） 

＜(図Ⅰ-16)介護・看護を理由とした離職者数（東京都）＞ 

資料︓総務省「就業構造基本調査」 
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■ 都のこれまでの主な取組

〇 訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デイサービス）、短期⼊
所生活介護（ショートステイ）等の適切なサービス量の確保に努めてきまし
た。 

〇 従業員に介護休業を取得、復帰させた企業への支援を⾏うことで、企業の
職場環境整備を推進してきました。 

〇 家庭と仕事の両⽴推進に向けて、法定以上の両⽴支援策等を実践してい
る企業を広く紹介するとともに、家庭と仕事のポータルサイトにて、情報を
総合的に提供してきました。合わせて、介護と仕事の両⽴について、シンポ
ジウムの開催による意識啓発を⾏ってきました。 

■ 取組の方向性

〇 男⼥ともに、介護と仕事の両⽴が可能な社会を目指す必要があります。 

〇 企業における両⽴支援が円滑に運⽤されるような支援策の充実と、介護
の問題に直⾯した男⼥が地域や周囲の協⼒を得ながら両⽴を実現させるため
の情報提供が必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 介護⼈材の確保、育成、定着を支援するなど介護サービスの一層の充実、
介護サービス基盤の整備に取り組むことが必要です。 

〇 男⼥ともに介護と仕事の両⽴が可能となる職場環境の整備を一層促進す
ることが必要です。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 介護の状況を相談しやすい職場づくり、介護休業を取得しやすい環境づく
り、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度等の導⼊など、「働き方の⾒直
し」を含め、介護する⼈を支援し、男⼥ともに介護と仕事の両⽴が可能な雇
⽤環境を整備する必要があります。 

〇 介護⼈材の待遇改善に向け、取り組むことが必要です。 

〇 地域の様々な⼈々が介護される⼈を⾒守り、介護している⼈を支援するネ
ットワークづくりを進める必要があります。
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４ 職場や就職活動におけるハラスメントの防止 

■ 現状・課題

〇 セクシュアル・ハラスメントは、被害者の⼈権を著しく侵害し社会的にも
許されない⾏為です。雇⽤の場だけでなく、教育や福祉などの現場や地域社
会においても発生する可能性があり、性別・性⾃認・性的指向を問わず被害
者となる恐れがある一方、誰でも加害者となる可能性があります。 

〇 都は、基本条例第 14 条において、あらゆる場におけるセクシュアル・ハ
ラスメントを禁⽌しています。

〇 雇⽤の場においては、男⼥雇⽤機会均等法により、セクシュアル・ハラス
メントに対する防⽌措置が事業者の責務とされており、⼥性だけでなく男性
も対象となっています。また、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁
⽌されています。

〇 また、近年、職場における⼈権侵害として、パワー・ハラスメントの問題
が深刻化しています。パワー・ハラスメントについては、業務上の指導との
線引きが難しいという側⾯があるものの、セクシュアル・ハラスメントと同
様に、パワー・ハラスメントは社会的に許されない⾏為です。 

〇 令和２年６⽉に労働施策総合推進法が施⾏されたことにより、正式にパワ
ー・ハラスメントの防⽌が法制化され、事業主に対して防⽌措置を講じるこ
とが義務付けられました。また、セクシュアル・ハラスメントについても法
改正により不利益取り扱いの禁⽌や事業主の責務の明確化など防⽌対策の強
化が図られました。 

〇 さらに、厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」では、性⾃認
や性的指向に関するハラスメントやアウティング※といったＳＯＧＩ※ハラ
スメントも含め、企業にパワー・ハラスメントの防⽌対策を求めています。

〇 東京都産業労働局「令和元年度東京都男⼥雇⽤平等参画状況調査」(図Ⅰ-
17)によると、過去５年間に職場でセクシュアル・ハラスメント⼜はパワー・
ハラスメントを「受けたことがある」と回答した⼈は、⼥性がおよそ 24％、
男性がおよそ 13％、「受けた⾏為がハラスメントに当たるかは分からない」
と回答した⼈は、⼥性がおよそ 15％、男性 11％となっています。また、「⾒
聞きしたことがある」と回答したのは、⼥性がおよそ 35％、男性がおよそ 39％
となっています。

〇 職場における嫌がらせ⾏為については、これらの問題にとどまらず、マタ
ニティ・ハラスメント（職場における妊娠・出産者に対する嫌がらせ⾏為）の
ほか、パタニティ・ハラスメント（育児休暇等を取得しようとする男性への
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嫌がらせ⾏為）も問題となっています。これから子供を迎える男⼥社員等へ
の嫌がらせは被害者たる相⼿の尊厳や⼈格を傷つける許されない⾏為である
ことはもとより、⼥性の活躍推進には配偶者の家庭生活への参画が重要であ
り、これらの嫌がらせ⾏為が発生しないよう防⽌対策を講じていくことが求
められます。 

〇 また、近年は就職活動中の若者に対するセクシュアル・ハラスメント等い
わゆる就活セクハラが問題となっています。令和２年度に厚生労働者が実施
した調査(図Ⅰ-18)によると、就活等セクハラを経験したと回答した⼈は、男
⼥とも 25％強となっており、受けた就活等セクハラの内容としては「性的な
冗談やからかい」の割合が最も高く、「食事やデートへの執拗な誘い」が続い
ています。被害を受けた場⾯は「インターンシップに参加した時」が最多で、
「企業説明会やセミナーに参加した時」の割合も高くなっています。就活等
セクハラを受けた後の⾏動は「何もしなかった」が 24.7％で最も高くなって
います。

〇 厚生労働省は、令和２年６⽉に施⾏したセクシュアル・ハラスメント防⽌
対策の指針で企業に対し、インターンシップに参加した⼈などにも適切に対
応することを求めています。 

〇 就活等セクハラの根絶に向けた対策強化に取り組むとともに、被害にあっ
た若者に向けて相談体制等の充実強化が必要です。 

＜(図Ⅰ-17)職場のハラスメントの発生状況(都内事業所)＞ 

※都内全域(島しょを除く)の従業員規模 30 ⼈以上の事業所で、13 業種、合計 2,500 社。
※「職場」とは、「労働者が業務を遂⾏する場所」を指しており、事業所内に限らず、出張先や取

引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、営業⾞中なども含む。
資料︓東京都産業労働局「令和元年度男⼥雇⽤平等参画状況調査」 
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＜(図Ⅰ-18)受けた就活等セクハラの内容(全国)＞ 

調査対象:2017〜2019 年度卒業で就職活動(転職を除く)⼜はインターンシップを経験した男⼥
1,000 名のうち就活等セクハラを受けた者、複数回答 

資料︓厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」 

■ 都のこれまでの主な取組

〇 労働者・使⽤者双方に対して、ハラスメント防⽌に関する普及啓発活動を
⾏ってきました。また、職場におけるハラスメントに関する相談、あっせん
を⾏ってきました。 

〇 都庁内において、各任命権者の代表、関係局の代表及び関係者等からなる
連絡会議を設置して、都におけるセクシュアル･ハラスメント等の防⽌を図
ってきました。 

■ 取組の方向性

〇 ハラスメント⾏為は被害者たる相⼿の尊厳や⼈格を傷つける社会的に許
されない⾏為であることを広く周知徹底するため、普及啓発や相談体制の充
実などが必要です。 

〇 職場におけるハラスメント⾏為の防⽌に向けては、使⽤者への啓発を含
め、具体的な取組方法や⾏政による支援策等を周知し、主体的な取組を促す
ことが必要です。 
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〇 就活ハラスメントの根絶に向けた企業の取組強化と被害にあった若者の
相談体制の充実強化が必要です。 

＜都に求める取組＞ 

〇 職場におけるハラスメント⾏為を防⽌するために、引き続き、法令の周知
や相談体制を整備することが必要です。 

〇 就活ハラスメントに対する若者に向けた相談体制の充実強化が必要です。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 各企業において、男⼥雇⽤機会均等法等法令に基づき、ハラスメント⾏為
の防⽌対策を実施し、取組を強化するとともに、従業員に対する周知を図る
ことが必要です。 

〇 相談しやすく、迅速かつ適切な対応ができる体制の整備を進めることが
必要です。 

〇 各企業において、就活ハラスメントの根絶に向けた従業員に対する意識
啓発やハラスメントの起こりにくい採⽤プロセスなどの対策を講じることが
必要です。 

※アウティング
本⼈の同意なく、その⼈の性⾃認や性的指向に関する情報を第三者に暴露するこ

と。 

※ＳＯＧＩ（ソジ）
性⾃認及び性的指向のこと。性的指向 Sexual Orientation 及び性⾃認 Gender
Identity の頭⽂字。
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５ 起業等を目指す⼥性に対する支援 

■ 現状・課題

〇 社会経済情勢が著しく変化する中にあって、その変化に柔軟かつ創造的に
対応できる意欲ある起業家や商店・小⼯場などの⾃営業者は、東京の活⼒を
生み出します。 

〇 起業による経営は、仕事の量や場所・時間などを⾃分⾃⾝で決めやすいこ
とから、育児や介護との両⽴がしやすい⾯もあります。 

〇 平成 29 年の調査(図Ⅰ-19)によると、都の⼥性起業家数は平成 24 年の
12 万８千５百⼈から 14 万４千⼈に増加し、全国と⽐較して 30 歳代までの
起業割合が高くなっています。 

〇 近年では⼥性の起業の幅が増し、いわゆる「プチ起業」の規模感のものか
ら、これまでのビジネス経験を活かしてよりダイナミックなビジネスを志す
⼥性起業家が徐々に増加している一方、男性に⽐べて、都内起業家が全国規
模やグローバルで活躍している事例が少ない現状があります。起業を目指す
⼥性や成⻑を目指すベンチャー企業の⼥性経営者の育成・支援を進めロール
モデルを創出していくことが重要です。

〇 また、創業時に必要な資⾦の融資や創業環境の整備等に加え、起業家同⼠
の交流の場を設け、新たな知識やネットワークの獲得を支援することも有効
です。 

〇 ⾃営業者や農林水産業など家族経営が⾏われている分野では、経営と生活
が密接になっており、その分離が難しい場合も⾒受けられます。⼥性が⾝近
で働くことが可能である反⾯、労働時間が⻑くなったり、育児・介護等の負
担が⼥性にかかりやすい⾯があります。今後、⾃営業や農林水産業において
⼥性の経営の参画を支援することと併せて、育児・介護等の負担を軽減する
ための取組が求められます。 



− 40 −

＜(図Ⅰ-19)⼥性有業者に占める起業家の割合（全国・東京都）＞ 

資料︓総務省「平成 29 年就業構造基本調査」より作成 

■ 都のこれまでの主な取組

〇 スケールアップを目指す⼥性起業家向けの短期集中型育成プログラムな
どを実施し、ロールモデルとなるような⼥性スタートアップの創出を図って
きました。 

〇 都内の⼥性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援するため、信
⽤⾦庫・信⽤組合を通じた低⾦利・無担保の融資と地域創業アドバイザーに
よる経営サポートを組み合わせて提供してきました。 

〇 創業に関⼼のある誰もが利⽤でき、情報提供から事業化支援までをワン
ストップで⾏う「ＴＯＫＹＯ創業ステーション」を丸の内、多摩で運営して
きました。

■ 取組の方向性

〇 ⼥性が⾃らの意思に基づき、起業へのチャレンジができるよう、支援して
いく必要があります。 

＜都に求める取組＞ 
〇 企業やＮＰＯを起こす⼥性や⾃営業を営む⼥性への支援が必要です。 
〇 創業時に必要な資⾦の融資や創業環境の整備等を通じて、⼥性の起業家
の活躍を支援する必要があります。 

〇 ⾃営業者や農林水産業の分野で働く⼥性の負担を軽減し、経営等への⼥
性の参画を促進する必要があります。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 企業やＮＰＯを起こす⼥性や⾃営業を営む⼥性への情報提供、ネットワー
クづくりなどを推進することが必要です。
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６ 育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援 

■ 現状・課題

〇  東京の活⼒を維持向上させていくためには、男⼥を問わず一⼈ひとりが
社会の担い⼿として、個性と能⼒を十分に発揮できるよう、多様な生き方が
選択でき、意欲が持てる社会をつくることが必要です。 

〇 近年⼥性の有業率が増加傾向にありますが、⽇本の⼥性の就業パターン
の一つは、結婚や出産を機に一度労働市場から離脱するという形であり、第
１子出産前後に依然５割弱の⼥性が退職しています。 

〇 内閣府令和２年版男⼥共同参画⽩書(図Ⅰ-20)によると、既婚で子どもの
いる⼥性にライフステージに応じた働き方の希望について尋ねたところ、「結
婚から第１子出産」までは、正社員フルタイム勤務を希望する⼈が５割を超
えますが、「末子が未就園児の時」は約１割まで下がり、子供が大きくなるに
従い再び増加し、「末子が中学生以降」では、約４割が「正社員でフルタイム
勤務」を希望しています。しかし、実際には「末子が中学生以降」で正社員
フルタイム勤務をしている⼥性は 18.4％に過ぎず、非正社員に従事する⼈が
約 4 割となっており、様々な事情で離職した後に希望に応じた働き方を選択
することが困難な状況がうかがえます。

〇 一方、介護を理由とした離職者については、育児と異なり⾒通しがつきに
くく、再就職への意欲が削がれてしまうことが懸念されます。また、再就職
を希望する場合の年齢が高くなること等により希望通りに働くことが難しい
と考えられます。 

〇 育児や介護等の事情をかかえながら就業を希望する⼈が、仕事を辞めず
に両⽴できるよう育児や介護に関する社会インフラの整備を図るとともに職
場環境を整備することが大切です。 

〇 また、様々な理由で一度離職し、再就職を望む方が働き方を選択できる環
境を整える必要があります。 

〇 育児・介護による離職者の再就職を困難にする要因として、キャリア中断
があげられます。そこで、再就職に必要なスキルやノウハウを⾝に付けるた
めの支援が必要となります。 

〇 企業側の取組として、育児や介護を理由とした離職者のための再雇⽤制
度を整備することも有効です。 

〇 育児等で一度離職した⼈が仕事の場に復帰する場合、再就職や起業のほ
かに、⾃らの関⼼の深い分野でＮＰＯ活動に携わる例もあります。このよう
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に、育児や介護等を理由とした離職者が⾃らの個性と能⼒を発揮できる環境
をつくることは男⼥平等参画社会の実現のみならず、安⼼して子供を生み育
て、子育ての喜びを実感できる社会を実現することにもつながります。 

＜(図Ⅰ-20)ライフステージに応じた働き方（希望の働き方/実際の働き方）(全国)＞ 

＜希望の働き方＞ 

(備 考)１.株 式 会社 明治 安 田総 合 研究 所「 25~44 歳の 子 育て と 仕事 の 両⽴ ―出 産 ・子 育 てに 関す る 調査 よ りー 」(2018 年 6 ⽉)よ り作 成 。
2． <希 望 の働 き 方 >に つ いて は 、25~44 歳の 既 婚⼥ 性 と 、子 供 が欲 し い気 持ち が ある 未 婚⼥ 性を 対 象に し てお り、  

＜実 際 の働 き 方＞ につ い ては 、 子供 がい る 25~44 歳 の 既婚 ⼥ 性を 対 象と して い る。  
資料︓内閣府「令和２年版男⼥共同参画⽩書」より作成 
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■ 都のこれまでの主な取組

〇 東京しごとセンターに設置した、出産や育児等で離職した⼥性など、家庭
と両⽴しながら再就職を目指す⼥性のための専⽤窓口「⼥性しごと応援テラ
ス」において、キャリアカウンセリングから、職業紹介まで、きめ細かなサ
ービスをワンストップで提供してきました。

〇 再就職を目指す⼥性を支援するため、就職活動に関するノウハウや知識
の習得、就職に必要な能⼒の開発等に資する「⼥性再就職サポートプログラ
ム」や各種セミナー等を実施してきました。

〇 結婚、出産、育児等により退職したが、その後再び就職を希望する⼥性に
対し、職業訓練を実施し再就職を支援してきました。また、パート・アルバ
イト等から正社員を目指す⼥性を対象として e ラーニングによる訓練を実施
してきました。

■ 取組の方向性

〇 育児や介護等を理由にした離職者が意欲と能⼒を活かして仕事の場に復
帰できるよう支援するとともに、再就職の機会の提供や再就職した後の職場
環境の整備など、事業者等の取組を促進していく必要があります。 

＜都に求める取組＞ 

〇 育児や介護等を理由にした離職者の再就職や起業を支援するため、対象者
が利⽤しやすい講習等を実施するなど、効果的な支援が必要です。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 育児や介護等を理由にした離職者の再雇⽤制度の充実や、受け⼊れ環境を
整備し、活躍の場を提供するとともに、従業員が仕事と育児・介護等を両⽴
しながら働ける職場環境の整備等を⾏う必要があります。 



− 44 −

 

７ ⽣涯を通じた男⼥の健康支援 

■ 現状・課題

〇 男⼥平等参画社会の実現に向けては、男⼥が互いの⾝体的性差を十分に
理解し合い、相⼿に対する思いやりを持って生きることが重要です。また、
⼼⾝の健康についての正しい知識や情報を⼊⼿して、その健康状態に応じ
て適切に⾃⼰管理を⾏うことができるようになることが重要です。 

〇 ⼥性は妊娠・出産、⽉経随伴症状や更年期症状など⼥性特有の経験をす
る可能性があるなど、生涯を通じて男⼥が異なる健康上の問題に直⾯する
ことに留意する必要があります。近年では、男⼥それぞれの性差に留意し
た適切な診療（性差医療）や⼥性特有の健康上の問題を相談しやすい医療
環境づくりに対する取組が⾏われています。 

〇 妊娠・出産期は、⼥性の健康にとっての大きな節目であり、安⼼して安
全に子供を産むことができる環境を確保し維持する必要があります。職場
においても、⺟性保護の観点から妊娠中の⼥性に対する配慮が必要です。
また、出産は⼥性の⼼⾝に様々な影響を及ぼしますが、産後の子供との生
活を健やかに送ることができるように適切な支援を⾏うことも重要です。 

〇 厚生労働省の「⼈口動態統計」によると、第１子出産時の⺟親の平均年
齢は近年上昇を続けています。一方、不妊に悩み、実際に不妊治療を受け
る男⼥が増加していることから、経済的負担の軽減や両⽴支援を推進する
必要があります。 

〇 妊娠・出産を支える上で、医師をはじめ医療関係者が大きな役割を持っ
ており、東京都では、平成 28 年末の時点で、出生千⼈当たりの産婦⼈科
医・産科医師数は、全国平均を上回っており、医療基盤の整備が進んでい
ると⾔えます。産婦⼈科・産科医の⼈数の推移を⾒ると、減少傾向にあり
ましたが、近年は若⼲増加傾向にあります。引き続き、安⼼して出産する
ことのできる環境を整えていくことが求められます。 

〇 ⼈⼯妊娠中絶件数(図Ⅰ-21)は、全国では減少傾向ですが、東京都では平
成 29 年から令和元年まで増加しており、24 歳以下の若年層が約３割を占
めています。また、全国の性感染症の報告数について、近年減少傾向にあ
りましたが、平成 29 年から令和元年にかけて増加に転じており、24 歳以
下の若年層が全体の約３割を占めています。学校教育とも連携し、引き続
き、効果的な予防啓発等に取り組んでいく必要があります。 

〇 都⺠の死因の第一位であるがんの死亡率は、男⼥ともに減少傾向にあり、
⼥性のがん死亡率に着目すると、乳がんが他のがんと⽐較して最も高い状
況にあります。また、東京都のがん検診受診率については、「健康増進法に

第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 
働く場における⼥性の活躍推進 



第 2 部 Ⅰライフ・ワーク・バランスの実現と 
働く場における⼥性の活躍推進 

− 45 −

基づくがん検診の対象⼈口率等調査」(図Ⅰ-22)によると、令和２年度調査
では乳がん・子宮頸がん等全ての項目で前回の平成 27 年度調査と⽐較し
て増加していますが、今後も、新型コロナウイルス感染症のがん検診受診
への影響の状況把握や一層の普及啓発によりがん検診受診率向上に取り組
むことが必要です。 

〇 こころの健康づくりも課題の一つです。令和元年度の東京都福祉保健基
礎調査によると、毎⽇の生活の中で、悩みやストレスが「ある」（「たまに
ある」、「よくある」と回答した⼈の合計）と回答した⼈は男性が 57.4％、
⼥性が 67.1％となっています。悩みやストレスの原因として、男⼥で違い
がみられます。上位２つを挙げると、男性では、「⾃分の仕事」59.5％、「収
⼊・家計・借⾦等」30.9％であり、⼥性では、「⾃分の仕事」39.5％、「家
族との⼈間関係」29.7％となっています。相談先としては、「家族」が 44.3％、
「友⼈・知⼈」が 37.6％、「相談する必要はないので、誰にも相談してい
ない」が 21.9％、と回答しています。特に、「相談する必要はないので、
誰にも相談していない」⼈の割合が男性は 31.3％、⼥性は 15.0％となっ
ており、男性の方が誰かに相談をすることが少ないことがうかがえます。 

〇 東京都の⾃殺者数は、近年概ね減少傾向が続いていましたが、令和２年
は増加しました。男性が全体の３分の２を占めていますが、特に⼥性の前
年からの増加率が 13.3％と、コロナ禍の影響で健康問題や経済的な問題な
ど様々な問題が深刻化した可能性もあり、今後も⾃殺リスクの高まりが懸
念されます。 

〇 男⼥が互いの性差に応じた健康について理解を深めつつ、男⼥の健康を
生涯にわたり支援するための取組や、男⼥の性差に応じた健康を支援する
ための取組を推進していくことが重要です。 

  (図Ⅰ-21)⼈⼯妊娠中絶件数の推移（東京都） 

資料︓厚生労働省「令和元年度衛生⾏政報告例」 
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＜(図Ⅰ-22)都⺠のがん検診受診率の推移＞ 

*40 歳以上の男性及び満 20 歳以上の⼥性を対象に住⺠基本台帳に基づく層化⼆段階無作為抽出法により標本を抽出。
平成 22 年調査までの標本数:3,000 標本,平成 27 年調査:5,000 標本,令和 2 年度調査:18,000 標本。
資料:東京都福祉保健局 平成７,12,17 年度︓「⽼⼈保健法等に基づく健康診査及びがん検診の対象⼈口率調査」

平成 22,27 年度,令和２年度︓「健康増進法に基づくがん検診の対象⼈口率等調査」 

■ 都のこれまでの主な取組

〇 診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児等に対する最善の対応な
ど、充実した周産期医療に対する需要の増加に応えるため、地域において妊
娠、出産から新生児に至る高度専門的な医療を効果的に提供する総合的な周
産期医療体制を整備してきました。 

〇 ⼥性の⼼⾝の健康に関する相談指導や、不妊や不育に関する相談を⾏うと
ともに、相談・指導に従事する者の養成・資質向上のための講習会や研修を
⾏ってきました。また、妊娠等に関する正確な知識が広まるように普及啓発
を⾏ってきました。 

〇 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療のうち医療保険が適⽤
されず高額な医療費がかかる体外受精と顕微授精に要する費⽤の助成を⾏っ
てきました。 
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〇 電話や LINE による⾃殺相談窓口の充実を図る等、⾃殺対策を総合的に実
施してきました。 

■ 取組の方向性

〇 男⼥の生涯を通じた健康づくりを支援するため、医療関係機関等と連携し、
性や年代に応じた健康支援を充実させる必要があります。 

〇 安⼼して出産できる環境を確保していく上でも、医療関係機関等と連携し
て産婦⼈科医の確保等の⺟子保健医療体制の整備に努める必要があります。 

〇 性感染症など性に関する知識の普及を図る必要があります。特に若年層に
対して、発達段階に応じた適切な性教育を実施する必要があります。 

〇 乳がん・子宮頚がん等に関する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診率
の向上に向けた取組を⾏う必要があります。 

〇 こころの健康づくりについては、悩みやストレスに対する受け⽌め方や対
応、相談することの意義等について普及啓発を図る必要があります。 

＜都に求める取組＞ 

〇 安⼼して出産できる環境を確保していく上でも、医療機関等と連携して産
婦⼈科医の確保等の⺟子保健医療体制の整備に努めるとともに、相談等の支
援を⾏う必要があります。 

〇 生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう、乳がん・子宮頚がん等
に対する正しい知識の普及啓発やがん検診受診率を向上させる取組を⾏う必
要があります。 

〇 ⾃殺の未然防⽌や相談体制の強化など、こころの健康づくりに関する取組
を進める必要があります。 

〇 若年層に対しては、発達段階に応じた適切な性教育を実施する必要があり
ます。 

＜都⺠・事業者に求められる⾏動＞ 

〇 出産・育児準備等への支援を⾏うとともに、医師、医療関係者は、性差に
応じた健康支援や健康指導、⺟性保護への配慮に努めることが必要です。 

〇 事業所等において、過重労働の削減に取り組むとともに、メンタルヘルス
対策などのこころの健康づくりへの取組の必要があります。 

〇 発達段階を踏まえた適切な性教育を実施する必要があります。 


